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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第２４号 

 

三田市障害児療育センター条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

障 害 福 祉 課 

 

【改正趣旨】 

こども家庭庁設置法の施行による児童福祉法の一部改正等に伴

い、所要の規定の整備を行う必要が生じたため、当該条例の一部を

改正しようとするもの。 

 

【関係法令】 

・こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号） 

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

 

【改正内容】 

（１）こども家庭庁設置に伴うもの【条例第６条関係】 

   条例第６条第１号中、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、

「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第２号中、「法第

２４条の２６第２項に規定する厚生労働大臣」を「法第２４条の

２６第２項に規定する内閣総理大臣」に改める。 

    

（２）児童福祉法引用条項の項ずれに伴うもの【条例第３条関係】 

  児童福祉法第６条の２の２第３項が第２項に統合され、同条第

３項以降が１項ずつ繰り上がることにより、同条を引用している

条例第３条中、「法第６条の２の２第６項」を「法第６条の２の

２第５項」に、「法第６条の２の２第７項」を「法第６条の２の

２第６項」に改める。 

 

【施行期日】 

（１）令和５年４月１日 

（２）令和６年４月１日 

 

 

 
 


